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盻 おわりに
建災防の会員企業等は、労働災害防止の

ため、労働安全衛生関係法令、防止規程の

順守をしなければなりません。また、自社

の特性を活かした具体的な安全衛生管理活

動を「計画（Plan）－実施（Do）－評価

（Check）－改善（Act）」を回しながら、

自主・自律的に推進し、安全衛生水準が向

上していくことを期待いたします。

土木施工管理技士の皆様には、仮設設備

が安全作業の確保に重要な役割を果たして

いること、安全衛生に配慮した施工計画・

作業計画と施工状況の点検整備が重要なこ

とを一層認識され、施工技術の中に、労働

安全衛生関係法令と、防止規程の措置事項

を織り込まれ、さらに、施工技術能力を十

分に発揮されて、土木工事において、より

高い安全衛生水準の確保に努められるよう

切望いたします。

１．工事内容

産業廃棄物最終処分場の継続工事で集水

塔を増築する工事であった。

足場工、型枠組立、鉄筋工、外周型枠組

立、コンクリート打設、脱枠、集水塔内部

内蓋撤去の順で施工を計画した。

２．工事の経緯

工事内容としては、単工種で集水塔の増

築工事のみ受注した。

産業廃棄物処分場ということもあり、辺

り一面に独特の臭いがしていた。それも、

数時間で気にならなくなった。４mになる

集水塔の内部に入り、型枠組立を行うため

念のため送風機を２基用意し、設置して作

業を行うこととした。

既存集水塔の盛土および足場組立は他業

者が施工を行った。盛土、足場組立が終了

しまず、内側の型枠組立から施工し、次に

鉄筋組立を行った。続けて外周の型枠組立

を行い、２日目にコンクリート打設を行い、

強度が出るまで養生を行い、脱枠を行った。

そして脱枠が終了し、最後の既存と増築

部の境目に設置してあった内蓋を取り外し

た直後、作業員が苦痛の表情で上部へ這い

上がろうとしたが、意識を失い７m程度下

へ転落した。奇跡的に作業員は救出され１

週間ほどで退院し、今では通常の生活に戻

っている。その事故後の調査で内蓋内部に
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滞留していた硫

化水素が蓋を開

けた直後、一気

に集水塔内部に

充満し、硫化水

素中毒で意識を

失い転落したこ

とがわかった

（図－１）。

その硫化水素

の濃度は約100ppmであった。

３．反省点

“知らなかった”。こんなに危険である

とは思いもしなかった。現場にいた者が誰

も気付かなかった。

後に、酸素欠乏危険作業主任者技能講習

及び特別教育講習を受講して驚愕した。硫

化水素は、独特の臭いがするが臭覚を麻痺

させる作用があること。

比重が空気よりも重く低い場所に滞留し

やすいこと。この工事が酸素欠乏危険箇所

に該当し、作業主任者を配置し、作業区分

を明確にし、作業する前に酸素濃度、及び

硫化水素の濃度を測定しなければいけなか

ったこと。酸素マスク等呼吸器を配置して

おかなければいけなかったこと。知識不足

がこの事故を引き起こした。

今後の対策として、昇降設備を強固にし、

万が一転落した場合でも安全帯により下ま

で転落しないようにする。酸素欠乏危険作

業主任者を配置し、作業に従事する労働者

が酸素欠乏等の空気を吸入しないよう作業

方法を決定し、作業員の指揮を行うこと。

工種が単純な工種のため、油断していたの

かもしれない。

今回の事故は、私にとって大きな存在と

なりました。この事故を教訓にし、安全最

優先で、現場で事故を絶対起こさないよう

取り組んでいきます。
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図－１

１．工事内容

当工事は平成18年度の７月から翌年３

月に掛けて国道の拡幅及び歩道を建設する

工事であった。土工、擁壁工、排水構造物

工、車道舗装工、歩道舗装工を施工するも

のでした。

２．工事の経緯

工事場所には、支障となる物件が多数点

在しており支障物の協議等で工期が大分遅

れ着工が11月下旬になってからの施工と

なり、時期的に厳しい工程でした。

発注者と協議した結果、支障物をある程

度残した状態で施工することとなり、残り

の日数で工事を完成できるよう工程の見直

しを行い、工事を３月上旬に完成できるよ

う検討し、施工を進めました。工事も順調

に進み終盤にさしかかり、残工程も舗装工

事を残すところとなった時に物損事故が発

生しました。

事故当日の作業は、瀝青安定処理舗装を

舗設している際に合材運搬に使用していた

10tダンプトラックが施工場所に残置され

た信号感知器と接触し損傷した。事故車両

は車輌誘導員の合図で待機場所に停車して

いたが、先に待機していたダンプトラック

が誘導員の合図でアスファルトフィニッシ
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